
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  「利益」と「所得金額」の違い               

Ｑ：決算上の「利益」と法人税の計算の基

礎となる「所得金額」とはどうして一致しな

いのですか？                                       

                                              

Ａ：「利益」を求める会計上の収益・費用

と、「所得金額」を求める税務上の益金・損

金との範囲が違うからです。 

【解説】  

会社決算上の利益は、「収益」から「費用」

を差し引いて求めます。これに対し、法人税

の所得金額(課税所得)は、「益金」から「損

金」を差し引いて求めますので、本質的には

同じような計算をするのですが、この「利益」

と「所得金額」は、通常一致しません。  

これは、税法上の別段の定め(例えば、「交

際費の損金不算入」というような定め)によっ

て、決算上は費用になるが税務上は損金にな

らないもの(損金不算入の項目)や、収益にな

るが益金にはならないもの(益金不算入の項

目)、収益にはならないが益金になるもの(益

金算入の項目)、費用にはならないが損金とな

るもの (損金算入の項目 )があるからなのです。 

これらの関係を図示すると、次のようにな

ります。  

「利益」－(益金不算入・損金算入の項目)

＋(益金算入・損金不算入の項目) ＝「所得

金額」  

つまり、「利益」と「所得金額」に差異が

出るのは、①益金不算入の項目、②益金算入

の項目、③損金不算入の項目、④損金算入の

項目が、法人税の計算に設けられているから

なのです。  
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